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１ 献血事業 

（１）入間市献血推進協議会 

 ア 目的 

    献血思想の普及及び献血者の組織化を図り、安全な血液の確保及び供給をすること

を目的とする。 

 イ 根拠・関連法令 

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 

 ウ 対象 

    １６歳～６９歳の健康な方 

    ２００ｍｌ献血（１６～６９歳※で体重が男性４５ｋｇ、女性４０ｋｇ以上の方） 

    ４００ｍｌ献血（１８、男１７～６９歳※で体重が男女とも５０ｋｇ以上の方） 

※65 歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60～64 歳の間に献血経験がある方に限ります。 

 エ 対応者 

    関係団体・・入間市献血推進協議会、各献血協力団体、埼玉県赤十字血液センター 

 オ 内容  

（ア）献血に対する正しい知識の啓発及び献血思想の普及 

（イ）献血組織の育成及び献血協力団体との連携 

（ウ）献血の年間計画と推進 

 カ 実績                              単位：人 

 区分 

年度 

実施回数

（回） 
受付者数 ２００ｍｌ ４００ｍｌ 採血者数 

２５ ６０ ２，６８６ ５０６ １，７３０ ２，２３６ 

２６ ６８ ２，８１７ ４６５ １，８７２ ２，３３７ 

 キ 事業の経過 

    昭和４４年３月３１日 入間市献血推進協議会設立 

市で献血活動が組織的に行われたのは、昭和４４年３月に入間市献血推進協議会が

発足してからです。これ以前にも市民による自主的な献血活動が行われていましたが、

市民の身近な問題として組織的に推進していこうという機運が高まり本格化しました。

以来、多くの市民や区長会・自治会、母子愛育会、赤十字奉仕団など各種団体の協力

の下に、医療に必要な血液の確保の一翼を担っています。 

今年度も、地区や企業献血の推進、広報紙・ホームページ等を活用して献血への協

力を呼びかけ、健康福祉センターまつりでは献血事業のＰＲを行いました。 

 ク まとめ 

    血液は生命を維持するために必要不可欠なものですが、人工的に製造したり、長期

保存したりすることが不可能なため、献血者の相互扶助によって、輸血用血液を安定

的に確保する必要があります。今後少子高齢化がさらに進み、輸血用血液を必要とす

る方が増加し、将来的には輸血用血液の不足が予測されます。このため、若年層に対

する献血への理解・協力を求めて、より一層安定的に血液を確保していく必要がある
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と思われます。 

２ 地域医療事業 

（１）在宅当番医制運営事業（初期救急） 

 ア 目的 

    入間市民の休日の昼間における初期救急医療を確保することを目的とする。 

 イ 対象 

    初期救急医療を必要とする患者 

 ウ 対応者 

委託先・・・（社）入間地区医師会（平成２４年６月入間市医師会と合併） 

 エ 内容  

入間市が在宅当番医制事業を社団法人入間地区医師会に委託。 

７病院が輪番制で在宅当番医として、休日の昼間における初期救急医療を行う。 

内科と外科を組み合わせて行っている。 

  診療時間 午前９時～午後５時 

 小林病院（内科）、西武入間病院（内科）、金子病院（内科）、入間ハート病院（内科） 

 豊岡第一病院（外科）、原田病院（内科・外科）、豊岡整形外科病院（外科） 

 オ 実績                        

区分 

年度 
実施日数（日） 患者数（人） 

２５ ７１ ４，０７５ 

２６ ７２ ４，５９９ 

カ 事業の経過 

    平成２年度から平成１７年度まで、医療機関が通常診療を行わない休日、夜間にお

ける初期救急医療を確保するため、入間市・狭山市・鶴ヶ島市・坂戸市・毛呂山町・

越生町の４市２町が行う在宅当番医制事業等（在宅当番・救急医療情報提供実施事業）

を社団法人入間地区医師会に委託（平成１８年３月３１日をもって終了）。 

    平成１８年度から、休日の昼間における初期救急を確保するため、社団法人入間市

医師会（現「一般社団法人入間地区医師会」…以下法人名省略）に委託。 

    平成２１年度から、狭山市との協議により狭山市急患センターと在宅当番医の相互

利用が可能となりました。 

 キ まとめ 

    休日の昼間における初期救急医療への市民ニーズは高く、今後も市内の医療機関で

速やかに治療を受けられるよう、継続していく必要があります。 

 

（２）所沢地区病院群輪番制病院運営事業 

 ア 目的 

    入間市、所沢市、狭山市の３市圏域内における休日及び夜間の第二次救急医療（入

院治療を必要とする救急患者）に対応する救急医療を確保することを目的とする。 
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 イ 根拠・関連法令 

    埼玉県地域保健医療計画、所沢地区病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱 

 ウ 対象 

    入院治療を必要とする重症救急患者 

 エ 対応者 

    事業者・・・所沢地区の医師会（入間地区医師会、所沢市医師会、狭山市医師会） 

 オ 内容  

 協定市 入間市・所沢市・狭山市（幹事市は所沢市） 

入間市、所沢市、狭山市の３市圏域内の１４病院が輪番制で、休日及び夜間の第二

次救急医療を行う。 

    【平成１７年度～】 

入間市：原田病院、豊岡第一病院 

    所沢市：国立病院機構西埼玉中央病院、所沢市市民医療センター、所沢中央病院、

圏央所沢病院（旧吉川病院）、所沢第一病院、所沢明生病院 

        埼玉西協同病院（Ｈ22.8.1～） 

    狭山市：狭山中央病院、入間川病院、狭山厚生病院、石心会狭山病院（現埼玉石心

会病院）、至聖病院 

 カ 実績                            単位：人   

  区分 

年度 
当番日数（日） 

患者数 

入院 外来 計 

２５ ４３６ １，４３３ １０，４２４ １１，８５７ 

２６ ４３８ １，８０６ １０，３８９ １２，１９５ 

  

区分 

年度 
入間市 所沢市 狭山市 他市町村 合計 

２５ 
患者数（人） ２，９２５ ５，３２２ ２，１５２ １，４５８ １１，８５７ 

負担金（円） 8,729,348 13,984,921 8,259,171  30,973,440 

２６ 
患者数（人） ２，７５７ ５，４４３ ２，３５６ １，６３９ １２，１９５ 

負担金（円） 8,916,078 13,834,455 8,293,947  31,044,480 

 ※負担金につきましては、前年度の患者数等を参考に算出しております。 

キ 事業の経過 

    昭和５５年度から、休日及び夜間における第二次救急医療を確保するため、入間市、

所沢市、狭山市の３市が協定を結び、所沢地区（所沢市・狭山市・入間市）病院群輪

番制として所沢市が幹事市となり実施しています。 

    診療時間 昼間：午前８時～午後６時 

夜間：午後６時～翌朝８時 

 ク まとめ 

    市民が安心して暮らせるよう、休日及び夜間における第二次救急医療体制の継続を
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県に働きかけていきます。 

（３）小児科救急医療病院群輪番制病院運営事業 

 ア 目的 

    入間市、所沢市、狭山市の３市圏域内における休日及び夜間の小児科第二次救急医

療を確保することを目的とする。 

 イ 根拠・関連法令 

    埼玉県地域保健医療計画、埼玉県小児救急医療施設運営費補助金交付要綱 

 ウ 対象 

    入院治療を必要とする小児の重症救急患者 

 エ 対応者 

    協定先・・・入間川病院、国立病院機構西埼玉中央病院、 

石心会狭山病院（現埼玉石心会病院）（H24.5.11～） 

           瀬戸病院（H26.10.1～） 

 オ 内容  

協定市 入間市・所沢市・狭山市 （幹事市は狭山市） 

入間市、所沢市、狭山市の３市圏域内における休日及び夜間の小児科第二次救急医

療を輪番制で行う。 

 カ 実績                          単位：人 

区分 

年度 
当番日数（日） 

患者数 

入 院 外 来 計 

２５ ２１５ ９ ２，０３８ ２，０４７ 

２６ ２４９ ３４ ２，３５１ ２，３８５ 

                                単位：人 

患者数 

国立病院 

機構西埼玉 

中央病院 

入間川 

病院 

石心会 

狭山病院 
瀬戸病院 計 

２５ 

入院 ９ ０ ０ ― ９ 

外来 ６６６ ９２２ ４５０ ― ２，０３８ 

計 ６７５ ９２２ ４５０ ― ２，０４７ 

２６ 

入院 ３４ ０ ０ ０ ３４ 

外来 ６１３ １，１６６ ４９０ ８２ ２，３５１ 

計 ６４７ １，１６６ ４９０ ８２ ２，３８５ 

単位：円 

負担金 入間市 所沢市 狭山市 合計 

２５ 999,990 2,283,900 1,037,586 ４，３２１，４７６ 

２６ 1,150,038 2,627,807 1,187,777 ４，９６５，６２２ 

キ 経過 
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   平成１２年７月１日から施行 

平成１２年８月２８日 西部第一（西）保健医療圏小児科救急医療病院群輪番制病院 

運営開始 

診療時間 昼間：午前８時～午後６時 

夜間：午後６時～翌朝８時 

※ 日曜日以外の曜日で祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）の

場合は、昼間も同じ病院が担当 

 平成２６年９月まで  平成２６年１０月から 

日曜日 
昼   

夜   

月曜日  瀬戸病院 

火曜日 入間川病院 入間川病院 

水曜日 入間川病院 入間川病院 

木曜日 西埼玉中央病院 西埼玉中央病院 

金曜日 石心会狭山病院 石心会狭山病院 

土曜日   

 ク まとめ 

   全ての曜日の夜間において小児科の第二次救急医療体制が確保されるよう、県に働き

かけていきます。 

 

（４）自動体外式徐細動器（AED）整備事業 

ア 目的 

自動体外式徐細動器（AED）を市内公共施設に広く配置することで、緊急の心臓疾

患に対応することを目的とする。 

 イ 根拠・関連法令 

薬事法第２条第５項、第８項に規定する「高度医療管理機器」、「特定保守管理医療

機器」に指定。（平成１６年） 

 ウ 対象 

    市内公共施設 

 エ 対応者 

    事務局：健康管理課、管理：各公共施設および担当課等 

 オ 内容  

AED を市内公共施設に広く配置し、心室細動発生時に使用できるようにする。 

 カ 実績            

    ２６年度管理台数 

 

設置箇所 台数 

扇町屋公民館 他 ２６ 
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藤沢学童保育室 他 ４ 

健康福祉センター 他 ２２ 

豊岡保育所 他 ４４ 

てぃーろーど 等バス ４ 

消防団等 ４ 

合計 １０４ 

 

キ 経過 

   所管していた入間市消防が広域化したことに伴い、健康管理課に移管。 

 ク まとめ 

    市内公共施設への配置は、ほぼ終了しつつあるので、今後は設置数の増加から関連

団体の協力を得て設置状況の情報を提供するなど運用に重点を徐々に移すとともに、

県が提供している官民を問わない設置箇所の情報を利用して、より広く誰もが利用で

きる状況をつくることを目指します。 

 

３ 入間市夜間診療所運営事業 

（１）入間市夜間診療所 

 ア 目的 

    日曜日、月曜日、木曜日、土曜日の夜間（午後７時３０分から午後１０時３０分ま

で）における内科及び小児科の初期救急患者の診療を実施する。 

 イ 根拠・関連法令 

    入間市夜間診療所条例、入間市夜間診療所条例施行規則 

 ウ 対象 

    内科及び小児科における初期救急医療を必要とする者 

 エ 対応者 

    委託先・・・入間地区医師会 

 オ 内容 

    入間地区医師会との委託契約に基づき、１２月３１日から翌年の１月２日までを除

く日曜日、月曜日、木曜日、土曜日の午後７時３０分から午後１０時３０分まで、内

科及び小児科の初期救急患者の診療を実施しています。 
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 カ 実績 

                                   単位：人 

区分 

年度 
延べ患者数 診療日数（日） １日あたりの平均患者数 

２５ 2000 

日祝日 801 

208 

日祝日 64 

9.62 

日祝日 12.52 

月曜日 291 月曜日 43 月曜日 6.77 

木曜日 372 木曜日 51 木曜日 7.29 

土曜日 536 土曜日 50 土曜日 10.72 

２６ 1902 

日祝日 758 

207 

日祝日 63 

9.19 

日祝日 12.03 

月曜日 280 月曜日 44 月曜日 6.36 

木曜日 335 木曜日 51 木曜日 6.57 

土曜日 529 土曜日 49 土曜日 10.80 

   ※年末年始（12月 29日～1月 3日は日祝日に含む） 

キ 事業の経過 

    休日夜間急患センターの設置要望は、核家族化の進行や共働き世帯の増加等の要因

から市民意識調査等の調査結果では毎回上位にランクされ、特に休日の夜間における

医療体制への不安は年々増加し大きな問題となっていました。こうした状況の中で、

初期救急医療体制の充実を図るため、平成１５年度、健康福祉センターに土日夜間診

療所を開設しました。 

    平成２１年度４月より、平日にも診療日を拡大し、狭山市と協同で１週間を通した

夜間の初期救急医療体制を確保しました。 

 ク まとめ 

    夜間の初期救急医療を身近に提供できることは、市民の健康への安心につながり、

救急医療体制の整備に貢献しています。 

     

    平成２１年度からの夜間の救急医療体制 

 日 月 火 水 木 金 土 

入間市夜間診療所 ○ ○   ○  ○ 

狭山市急患センター   ○ ○  ○  

     ※診療時間 午後７時３０分から午後１０時３０分まで 

      休診日  １２月３１日、１月１日、１月２日 
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４ その他 

（１）健康福祉センター直行バス運行業務 

 ア 目的 

    健康福祉センター来館者の交通手段を確保することを目的とする。 

 イ 対象 

    健康福祉センター利用者ほか 

 ウ 対応者 

    協定先・・・西武バス株式会社 

 エ 内容  

    午前８時から午後６時３０分までの間、入間市駅～入間市役所～入間扇町屋団地～

西武グリーンヒル～健康福祉センターを１日１２往復していましたが、平成２５年１

０月のダイヤ改正により、午前８時から午後６時４０分までの間、平日１１往復、土

休日１０往復となりました。年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く毎日運行し

ています。 

 オ 実績                           単位：人 

区分                                 

年度 
運行日数（日） 輸送人員 １便当たり人員 

２５ ３５７ ７５，１４８ ９．２８ 

２６ ３５９ ７３，２５５ ９．５５ 

 カ 事業の経過 

    平成１５年４月１日 １２往復２４便で運行開始（停留所：入間市駅⇔入間市役所

⇔健康福祉センター） 

    平成１５年９月１日 入間扇町屋団地と西武グリーンヒルの２か所停留所が増える

（停留所：入間市駅⇔入間市役所⇔入間扇町屋団地⇔西武グ

リーンヒル⇔健康福祉センター） 

    平成２０年 ４月１日 ダイヤ改正を行う 

    平成２１年 ４月１日 ダイヤ改正を行う 

    平成２４年 ４月１日 ダイヤ改正を行う 

    平成２５年１０月１日 ダイヤ改正を行う 

 キ まとめ 

    健康福祉センター直行バスは、健康福祉センターの立地場所が地理的には入間市の

ほぼ中心に位置するものの、交通の利便性から見ると不便な場所にあるため、センタ

ー利用者に対する交通手段として、センターの竣工に合わせて運行を開始しました。

これまでの間、乳幼児、高齢者、障害者と多くの方に利用されています。センター駐

車場は、事業やイベントなどの実施日には満車になるため、直行バスは公共交通機関

としてセンター来館者の重要な交通手段となっています。 

２６年度は、乗降量調査を行い、途中の停留所でも多数の乗降客がいることなどか

ら、買い物などの日常生活の足としても利用されていることが確認されました。 
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（２）骨髄移植ドナー支援助成金（新規） 

ア 目的 

骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という)の提供者となった者に対し、骨髄

移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という)を交付することにより、骨髄等の提

供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

   移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 

   入間市骨髄移植ドナー支援助成金交付要綱 

ウ 対象 

   以下の項目にすべて該当する者 

(1) 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業により、骨髄等の提供を完了した者 

(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者 

(3) 骨髄等の提供が完了した日から１年以内であること 

エ 内容 

骨髄移植に伴いドナーが負担する費用を軽減するため、骨髄等の提供のための通

院又は入院の日数の合計（７日を上限とする）に、２０，０００円を乗じて得た額

を助成します。 

オ 実積                             単位：人 

区分 

年度 

骨髄等提供者数 

（市内在住者のみ） 

助成金 

申請者数 
総助成額 

２６ ３ ２ ２８０，０００円 

 カ 事業の経過 

平成２５年度に骨髄移植ドナー支援に役立ててほしいと寄付の申し出があり、こ

れを原資に基金を設立、平成２６年４月から骨髄移植ドナー支援を始めました。 

 ク まとめ 

毎年約３，０００人の方が、非血縁者の骨髄等を必要としており、ドナー登録の

増加と骨髄等の移植を推進しています。 

なお、埼玉県は平成２６年度から全国に先駆け、全市町村がこの助成制度を開始

しており、助成金についても各市町村に対して１／２を補助しています。 

 


